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年度までに約３万7000人を削減するとしている

（2015.10.23、時事通信）。これに基づき政府

は2016年度の公立小中学校の教職員定数につい

て、2015年度よりも3470人超減らす方針を固め

た。少子化に伴って自然に減る3100人に加え、

370人超を削減する。自然減を上回る削減幅と

しては過去最大となる（2015.12.19、朝日新聞

デジタル）。 

   これも地方財政計画上の給与関係費削減につ

ながるのはいうまでもない。公立学校の教職員

は、文科省調査によると、人員不足が原因で、

2014年度で5045人が「精神疾患」で休職してお

り（2015.12.26、毎日新聞）、安易な人員削減

を行うべきではない。 

 5) 地方公務員の定数削減状況（実際は非正規職

員化）を地方財政計画と実数を比較して見ると

地方財政計画よりも実数削減がはるかに上回っ

ている。地方財政計画では1999年度から2014年

度までに20万8000人削減（非正規職員化）して

いるが、実数では1999年度から2013年度までで、

41万1000人削減（非正規職員化）しているので

ある（図表10「地方公務員数の地財計画と実数」 

 

 図表９ 給与関係費の計画と決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出所）『2014年度地方財政統計要覧』より作成。 

 (注）計画と決算の比較は､３年遅れでしか公表されない｡ 

 

 

 

  を参照）。 

   地方財政計画による地方公務員の非正規職員

化による定数削減も問題であるが、地方財政計

画の２倍以上の非正規職員化による定数削減を

勝手放題にやっている地方自治体の方はさらに

問題であろう。 

   地方自治体は、この20年間余で、地方財政計

画よりも20万3000人も上回って大幅削減してい

る。しかし周知のように地方公務員を削減して

いるが、その分、仕事や業務量を削減している

わけではなく、全て非正規職員に置き換えてい

るだけなのである。地方自治体は、国が求める

以上に定数削減（非正規職員化）をやり過ぎて

いる。地方自治体内での正規職員と非正規職員

の深刻な格差と不公平が拡大している。 

   またこれはいずれ地方財政計画の標準的定数

をさらに引き下げ、給与関係費を一層削減する

ことにつながり、地方自治体は自分で自分の首

を絞めることになりかねないであろう。2016年

度は、「まち・ひと・しごと創生１兆円事業」

もあり、非正規職員を一人でも多く正規職員化

するべきであろう。 

 

 図表10 地方公務員数の地財計画と実数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出所）『2014年度地方財政統計要覧』より作成。 

 (注）普通会計の職員数のみ、公営企業等は除く。 
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② 一般行政経費～地方創生１兆円事業 

  一般行政経費は、35兆7931億円となり、前年度

比＋7342億円の増加になった。 

 1) 補助事業費は、19兆４億円となり、前年度比

＋4514億円の増加になった。 

  ・2017年度の国の消費税、地方の地方消費税の

増税分を活用した社会保障の充実策について

は、国の補助事業を対象に１兆3548億円（前

年度比＋31億円）となった。その他、社会保

障４経費の公経済負担分（地方分）が3684億

円（前年度比＋147億円）ある。 

 2) 地方単独事業費は、14兆374億円となり、前

年度比＋410億円の増額になった。 

  a) 地方単独事業費として、2016年度に「地域

の元気創造事業費」（3500億円）が廃止され

たのに続き、2017年度は、地方単独事業費と

しての「地域経済基盤強化・雇用等対策費」

が4450億円となり、前年度比▲4000億円が減

額された。 

  b) 地方の重点課題対応分として、以下の新規

事業2500億円が計上された。 

   ・自治体情報システム構造改革推進事業1500

億円（自治体コスト構造改革、情報セキュ

リティ構造改革、マイナンバーの基礎とな

る住基ネットの運用、地方会計システムの

整備運用、デジタル方式に移行した消防無

線システムの運用）。 

   ・高齢者の生活支援等の地域の暮らしを支え

る仕組みづくりの推進500億円（地域運営

組織の運営支援、買い物支援、雪下ろしな

ど高齢者のくらしを守る経費）。 

   ・森林吸収源対策の推進500億円（林地台帳

の整備、森林所有の確定、境界の明確化、

林業の担い手対策、間伐等により生産され

た木材の活用）。 

 3) 「まち・ひと・しごと創生事業」１兆円事業 

  a) 企業版ふるさと納税の創設 

   ・地方単独事業費として「まち・ひと・しご

と創生事業」１兆円が、2017年度も引き続

き計上された。また「企業版ふるさと納税」

が創設され、地方自治体が行う地方創生事

業に対して企業が行った寄付について、現

行の損金算入に加え、法人事業税、法人住

民税、法人税から税額控除することになっ

た。 

  b) １兆円の新型交付金 

   ・新型交付金の地方自治体への支給額は1080

億円とし、地方自治体負担分（地方交付税

に算入）を含めた事業費ベースでは2160億

円になった。さらに各省庁が「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」の関連事業費と

して7763億円（前年度比＋538億円）計上

したため、新型交付金2160億円（地方自治

体負担の地方交付税に算入分）を合わせる

と9923億円で、約１兆円となった。この新

型交付金は、地方交付税の基準財政需要額

において、2014年度の「地域の元気創造事

業費」、2016年度新設の「人口減少等特別

対策事業費」により、算定される。つまり、

人口増減率、転入者人口比率、転出者人口

比率、年少者人口比率、自然増減率、若年

者就業率、女性就業率が「悪い団体」及び

これらの指標を「改善させた団体」の双方

に地方交付税を割増し交付するというもの

である。 

    この「人口減少等特別対策事業費」の算定

指標の中に、「取組の必要度」「取組の成

果」の双方に女性の就業率の指標を入れ、

地方交付税を割増し交付するようにしてい

るが、これら女性の就業率、若年者就業率

は、すべて正規雇用者をカウントすべきで

あろう。 

   ・「まち・ひと・しごと創生事業」１兆円の

内、新型交付金2160億円以外の事業費の主

な内訳は、次のとおりであるとされる（図

表11の１「まち・ひと・しごと創生事業１

兆円の内訳」を参照）。 
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図表11の１ 「まち・ひと・しごと創生事業」 

      １兆円の内訳 

 
「まち・ひと・しごと創生事業」 事業費

① 中小企業や農林水産業の支援による雇

用創出 
2191億円

② 地方大学の機能強化や移住・定住促進  772億円

③ 少子化対策 1064億円

④ コンパクトシティーの形成などまちづ

くり 
3736億円

(出所）共同、2015.9.3。 

 

  c) 今後の財源確保は不交付団体の財源で 

   ・今後の財源確保については、安倍首相は

「地方創生には息の長い取りくみが必要で

あることから、今後、地方法人課税の偏在

是正を更に進めること等により、恒久財源

を確保し、まち・ひと・しごと創生事業費

の安定的確保に努めてまいります」

（2015.1.28、参議院本会議）としている。

これでは東京など不交付団体の財源を恒久

的に国が取りあげて、地域創生事業を進め

ることになり、これら地方自治体の自治権

侵害が恒久的に続くことになる。国税が原

資の地方交付税で財源を確保・保障すべき

である。内閣官房はこの事業について５年

間の継続と予算規模の維持を求めているが、

財務省は使途を事後検証しなければ継続の

判断ができないとしている（2015.10.30、

時事通信）。 

  d) 創生事業の基本目標等 

   ・「まち・ひと・しごと創生事業」の長期ビ

ジョンと総合戦略と基本目標は、以下のと

おりとなっている（図表11の２「まち・ひ

と・しごと創生の長期ビジョンと総合戦略」

を参照）。道府県、市区町村では、これら

を参考にして、「地方版総合戦略」５カ年

計画を今年３月末までに作成し、内閣府に

申請・協議していくことになろう。 

 

 

図表11の２ 「まち・ひと・しごと創生」の長期ビジョンと総合戦略 
 

長期ビジョン 基本目標 主な施策 
1.人口減少問題 
・2060年に１億人確保 
・出生率1.8 
・東京一極集中の是正 
 
 
 
 

①地方における安定雇用

を創出する 
①地域産業の競争力強化、②地方への人材還流 

②地方への新しい人の流

れをつくる 
①地方移住の推進（日本版ＣＣＲＣの検討・普及）、②地

方拠点強化、③地方採用・就労促進、④地方大学創生５カ

年戦略 
③若い世代の結婚・出産

・子育ての希望をかな

える 

①若者雇用対策の推進・正社員実現加速、②結婚・出産・

子育て支援、③仕事・生活の調和（育児休業等） 

2.成長力の確保 
・2050年代に実質成長率1.5

％～２％程度 
 

④時代に合った地域を作

り安心な暮らしを守る

とともに地域と地域を

連携する。 

①小さな拠点形成支援、②都市のコンパクト化と周辺のネ

ッワーク形成、③大都市圏の安心な暮らしの確保、④既存

ストックのマネジメント強化 

(出所）内閣府、2015.1。 

 

  e) 非正規職員の正規職員化 

   ・この「長期ビジョンと総合戦略」の「基本

目標」にあるように「地方における安定雇

用を創出する」ためには、「主な施策」は、

ここにある「地域産業の競争力強化」など

の迂遠な施策ではなく、「若者雇用対策の

推進・正社員実現加速」を最優先課題にす

べきであろう。非正規職員数は2015年で

2007万人の戦後最高水準に達しており、非

正規職員の若年層、中高年層は将来の生活

展望が全く描けない状況にある。このまま

推移すれば将来、正規職員や一部のパート

職員以外は、厚生年金は受給できず、せい

ぜい基礎年金６万円程度の月収しか得られ

ず、ほとんどが生活保護受給者にならざる

を得ないであろう（図表11の３「正規・非

正規職員数」を参照）。 

   ・既述したように、地方自治体では1999年度

から2013年度までで、職員を41万1000人削

減（非正規職員化）している。こうした中
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で、地域が空洞化しつつあるのである。直

ぐにできることは、保育士、介護士などの

正規職員化をはじめとして、地方自治体職

員の地方財政計画を20万3000人も上回る必

要以上の定員削減により生じた非正規職員

の正規職員化を図ることである。これが

「まち・ひと・しごと創生事業」の基本で

ある。 

  f) 保育士、介護士の給与11万円アップ 

   ・地方に安定雇用の場がないから東京など都

市部への人口移動が行われているのは、戦

後以来一貫して変わらないことなのである。

特に1980年代以降の国の規制緩和政策の展

開中で、地域における若い女性の有力な職

種であった保育士、介護士などが民営化、

非正規職員化により低賃金、不安定雇用に

変えられたために、都市部への人口移動を

一層加速させている。 

    特に保育士の給与は通常の職員より11万円

安く月収21万円台であり、このため約５万

人以上の免許取得の保育士が保育の仕事

に携わっていないとされる（毎日新聞、

2016.1.16）｡７月参議院選挙、東京都知事

選挙でも与野党を問わず保育士、介護士の

給与引き上げが課題になったが、それぞれ

の給与を速やかに11万円引き上げるべきで

あろう（図表11の４「保育士と介護士の賃

金」を参照）。 

  g) 地方移住促進は地方での安定雇用確保が基

本 

   ・今の日本の「地域の人口増減数」、「移住

者数」をみても、ここ５年間で東京、神奈

川、埼玉、愛知、大阪、福岡、沖縄などで

人口増は200万人を超えているが、福島、

北海道、秋田、青森、岩手、新潟、和歌山、

長崎などでは▲53万7719人の人口減が続い

ているのである。この中で地方への移住者

数は、わずかに１万1735人（2014年度）で

ある（図表12「過去５年間の人口増減数と

移住者数」を参照）。少子化が進むととも

に男女高校生の大学への全員進学時代も間

近になってきており、地方に安定雇用の場

が保障されない限り、若者たちの東京など

都市部への人口流出は止めようがないであ

ろう。 

   ・「地方への新しい人の流れをつくる」とし

て「地方移住の推進（日本版ＣＣＲＣ）」

の検討・普及を進めるとしており、全国で

15市町村が計3500人の高齢者の受け入れに

名乗りを上げている（2015.12.9、毎日新

聞）。しかし移住の対象者は、大半が一般

的退職者として厚生年金月額21.8万円の高 

 

図表11の３ 正規・非正規職員数          図表11の４ 保育士と介護士の賃金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所）Yahooニュース編集部、2016.6.16。 

 

                            (出所）東京新聞、2016.5.2。  
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図表12 過去５年間の人口増減数と移住者数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所）人口増減数は住民基本台帳人口(2009年度末～2014年度末)｡2014年度の移住者数は毎日新聞等の調査結果(2015.12.20)｡ 

 

    齢者夫婦世帯以上に設定されており（「日

本版ＣＣＲＣ構想素案」、ＣＣＲＣ構想有

識者会議、2015年）、介護・医療施設等の

供給を行う民間は利益が上がらなければ撤

退し、「姥捨て山」化もあり得ることに

なっており、地域で生活できる賃金、正規

職員化など安定雇用確保なしに「地方への

新しい人の流れをつくる」のは非常に難し

い。 

   ・「都市のコンパクト化」を図るとして「コ

ンパクトシティ構想」がいくつかの街で進

められているが、青森市などでは、すでに

ほぼ破綻して膨大な赤字を出しており、ハ

コモノ作り中心では容易に「地方への新し

い人の流れをつくる」ことはできない。兵

庫県相生市では、市立幼稚園、小中学校の

給食費無償化、市立幼稚園の保育料無料化、

中学校卒業までの医療費無料化、若い世代

の転入に対する家賃補助などを実施した結

果、2013年度には一時的に転入者が転出

者を上回ったとされる（毎日新聞、

2016.2.22）。これらに加えて安定雇用の

就職斡旋など思い切った対策を講じない限

り人口減を防ぐことはできない。 

  h) 特殊出生率1.8の実現には50万人以上の出

生が必要 

   ・地方創生事業、「一億総活躍」事業のいず

れもわが国の特殊出生率を1.8に引き上げ、

人口１億人の確保を目指し、a)「若者雇用

対策の推進・正社員実現加速」、b)「結

婚・出産・子育て支援」、c)「仕事・生活

の調和（育児休業等）」に取り組むとして

いるが、既述してきたように若者たちの正

規職員化を基本に､保育士､介護士の給与の

11万円引き上げを早急に実施するしかない。 

    合計特殊出生率を1.8に引き上げるために

は、1983年の特殊出生率1.8、出生数150万

8687人を達成する必要がある。2015年の特

殊出生率は1.46、出生数は100万5656人で

あり、15歳から49歳の女性が50万3031人の
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出生数に達する必要があり、現状の対策で

は到底実現不可能である（図表13「合計特

殊出生率、出生数」を参照)｡また15歳から

49歳の女性数が減少すれば、特殊出生率が

1.8になっても出生数はかつてのようには

増えないということにも留意が必要である。 

 

図表13 合計特殊出生率、出生数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所）厚生労働省資料、但し2015年度の数値は未確定。 

 

⑦ 国が東京など不交付団体の財源を収奪し、地方

に再分配する時代へ 

 1) 「水準超経費」の意味 

  ・東京都など自主税源の財政力があり、かつ地

方交付税の不交付団体である地方自治体の行

政水準は地方財政計画で財源保障している

「標準的行政水準」を上回っている。これを

地方財政計画の標準的経費を上回る経費とし

て「水準超経費」として位置付け、別扱いし

ているのである。東京都などの不交付団体の

高水準、広範囲の経費を｢標準的行政水準｣に

取り込んで全ての地方自治体に同等水準の行

政水準を保障した場合、地方財政計画は歳入

不足で、完全にパンクしてしまうからである。 

 

 2) 「水準超経費」で巨大都市の市民生活を保障 

  ・この「水準超経費」は、その上回っている

「水準超経費」分を地方財政計画の歳出に計

上し、歳入に含まれている東京都などの不交

付団体の「水準超経費」分の財源を区別して

それを保障し、その高い、広範囲の行政水準

の維持も保障しているのである。つまり東京

都などの不交付団体の高水準、広範囲の経費

は、東京や巨大都市への一極集中の結果、生

み出された特別の高水準、広範囲の行政需要、

財政需要であり、これらを容認しない限り、

東京や巨大都市の市民生活は成り立たないの

である。そして交付団体の標準的行政水準は

地方財政計画の歳出水準、地方交付税の基準

財政需要額で完全に保障されているのである。 

 

 3) 財務省の不交付団体の行政サービス、高水準

給与を批判 

  ・この「水準超経費」が前年度比で＋700億円

と増額されているため、不交付団体は前年度

以上の幅のある財政運営が可能になるわけで
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ある。しかし財務省は、①不交付団体におい

ては手厚い行政サービス（中学校卒までの医

療費の無料化、幼稚園教育費が平均の２分の

１～３分の１）、②高水準の給与（都職員給

与のラス110.4）が、地方全体の歳出抑制努

力の足かせとなるなどとあり得ない理由を持

ち出して、この不交付団体の「水準超経費」

の財源を国が勝手に取り上げて、地方に再分

配することを強引に主張してきたのである

（財務省主計局、2013.10.28）。 

 

 4) 地方法人特別税・法人住民税の国税化、法人

事業税の市町村交付金化 

  ・総務省も地方交付税を伸ばせない中で、財務

省に屈服せざるを得なくなり、①2008年度に

地方法人特別税の一部の国税化と道府県間の

再分配、②2014年度に法人住民税の法人税割

の一部の国税化と地方交付税としての再分配、

③2017年度に地方法人特別税・譲与税の廃

止・法人事業税への復元、④2017年度に都道

府県法人事業税の一部を、都道府県が市町村

に交付する「法人事業税交付金」の創設、な

どを行ってきたのである。 

   これらは国が勝手に東京など不交付団体の地

方税を取り上げて、国税化し、再分配するも

ので、これら地方自治体の「自主税源の簒

奪」、「自主課税権の侵害」、「地方自治の

否定」である。 

  ・東京都などの不交付団体の「水準超経費」の

動向をみると、a)1990年～1992年に「水準超

経費」が３兆円～４兆円台に達し、格差が拡

大していたにもかかわらず、不交付団体の地

方税の再分配などこれっぽっちも問題になら

なかった、b)1997年の消費税５％への引き上

げ時に「水準超経費」が１兆円台であったが

同様に誰も問題にしなかったのである。 

  ・不交付団体の「水準超経費」分を除いた一般

財源は、a)1997年の消費税５％引き上げ、

b)2014年の消費税８％引き上げ、c)2008年の

法人特別税導入、d)2014年の法人住民税の地

方交付税化、e)2016年の法人事業税の交付金

化、などのいずれの時も伸びている。これら

を見れば、東京など不交付団体の地方税を取

り上げて、国税化し、再分配する必要性はな

い。これは財務省の地方交付税の総額抑制・

削減のための便宜的手段に過ぎないのである

（図表14「不交付団体の水準超経費と不交付

団体の地方税源の国税化等」を参照）。 

 

図表14 不交付団体の水準超経費と不交付団体の地方税源の国税化等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所）毎年度地財計画より作成。 

(注）一般財源は、不交付団体の水準超経費分の財源は除外。 
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 5) 東京等への税の集中は分権・分散政策の徹底

化で 

  ・東京への一極集中による税等の集中の是正は、

東京都などの税を取り上げ、勝手に国税化す

るような「自主税源の簒奪」、「自主課税権

の侵害」、「地方自治の否定」の安易な政策

ではなく、中央政府各省庁の徹底的な分権・

分散政策を根本から打ち出すべきである。 

   国は、地方創生の一環として、文化庁、消費

者庁、中小企業庁などの国の機関や国立ガン

センターなど５つの国の研究機関の地方移転

を打ち出しているが、いまのところ実現性は

ない。実現してもこの程度の分権・分散では

集中の是正効果はでない。 

 
 

地方移転政府方針案、４庁見送り、 

文化庁数年内に京都府へ 

 安倍政権が「地方創生」の一環として検討す

る政府機関の地方移転に関する基本方針案の概

要が15日分かった。移転検討対象の７省庁のう

ち、特許庁、中小企業庁、観光庁、気象庁の４

庁は移転すると「機能維持・向上」ができない

として移転を見送り、既設の出先機関の強化で

対応する。文化庁は外交や国会対応などの業務

を除き、京都府へ数年以内に「全面的に移転す

る」と明記する。徳島県が誘致し、現在「お試

し移転」が行われている消費者庁と、和歌山県

が要望している総務省統計局は、機能移転の業

務試行や実証実験を行った上で、８月末までに

移転の可否の結論を得るとしている。長野県と

大阪府が提案した特許庁は移転検討対象とはな

らなかったが、関係機関の工業所有権情報・研

修館の拠点を近畿地方に整備する方向で検討。

大阪府は中小企業庁も誘致したが、移転で全国

的な視野が失われるとして対象から外れた。観

光庁は北海道と兵庫県が求めているが、安倍政

権が進める外国人観光客誘致の司令塔機能が重

視され対象外に。三重県が提案した気象庁は、

大規模災害時の危機管理対応には東京に所在し

ていることが不可欠だとされた。文化庁は、文

化財が集まる京都や関西への移転効果が大きい

とされ、年内に移転の具体的内容を決める

（2016.3.16、毎日新聞）。 
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 2. 地方交付税制度をめぐる４つの論点 
 

飛 田 博 史 

 

  はじめに 

 

 2000年代以降の地方交付税は、いわゆる三位一体

改革による地方交付税総額削減の逆風にさらされる

なかで、骨太方針2004において「地方団体の安定的

な財政運営に必要な一般財源総額を確保する」とい

う文言が盛り込まれて以来、政府の財政方針におけ

る「一般財源総額確保」を担保として、財源保障が

行われてきた。 

 それは地方自治体の財政運営にとって、財源保障

の安定性や予見可能性という面では安全弁として寄

与してきたが、一方で総額が確保されれば、その内

容はあまり問題とされない、言い換えれば質は問わ

ない状況をもたらしているのではないかと考える。 

 とりわけ、近年の地方財政計画では、いわゆる歳

出特別枠のような臨時的な経費が１兆円規模で計上

され、マクロの一般財源総額をかさ上げするととも

に、これを各自治体レベルで保障する普通交付税算

定では、行革や地域活性化の指標を一部導入し、自

治体の「努力」を反映させる手法が目立っている。

それはいわば、安定的に確保された交付税のパイを

自治体間の競争を通じて奪い合う構造である。 

 さらに2016年度にはいわゆるトップランナー方式

が導入され、普通交付税の単位費用に民間委託等の

進んだモデル自治体の経費水準が反映されることに

なり、行革を前提とする交付税算定が推進されよう

としている。 

 このように毎年度、財源保障の見直しが頻繁に行

われるなかで、安倍政権下の財源保障の現状を立ち

止まって客観的に評価する必要性がある。 

 本稿では近年の地方交付税制度をめぐる４つの論

点を取り上げ、それぞれ検討を加えて問題点を明ら

かにする。 

 

 

 

   財源保障の動向 

 

① 地財計画の状況 

  まず、2000年度以降の地方財政計画（以下「地

財計画」と呼ぶ）と地方交付税（以下「交付税」

と呼ぶ）総額の動向を見ておこう。 

  図表１は地財計画をはじめとする財源保障の規

模の推移である。 

  2001年度の89.3兆円をピークに、いわゆる三位

一体改革の期間に減少に転じた。これは、当時の

給与関係経費、一般行政経費、投資的経費（特に

単独）を2004～06年度の期間に一定水準に抑制す

るもので、地財規模自体が大幅に削減されること

になった。これに伴い、交付税総額の削減を通じ

て一般財源総額も減少し、2001年度の58.9兆円か

ら2004年度には55.6兆円まで削減された。 

  その後、政府の骨太方針2004に「一般財源総額

確保」が明記されることにより、削減傾向に歯止

めがかかり、再び増加に転じた。 

  さらに2008年度秋のリーマンショックにともな

う地方財政危機対策として、2009年度には交付税

総額を国の一般会計から別枠で１兆円加算する

「別枠加算」が講じられ、交付税を「量」として

増やす財政措置が導入された。 

  財源保障の大枠となる地財計画についても、

2008年度の地方再生対策費（4,000億円）以降包

括的な臨時的経費が算入され、年々その規模は拡

大しており、2015年度以降は政府の地方創生政策

を受けて「人口減少等特別対策事業費」が１兆円

計上され現在にいたっている。なお、本稿では

2008年度以降の包括的な臨時経費のほか、2014年

度以降、一般行政経費の内数として計上された
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図表１ 地方財政計画、一般財源総額と地方交付税総額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）総務省ホームページ 地方財政計画各年度資料より作成 

 

 「地域の元気創造事業費」および「まち・ひと・

しごと創生事業費」を含め「歳出特別枠等」と呼

ぶこととする。 

  地財計画の推移は2009年度以降、ほぼ横ばいで

推移し、2013年度以降増加傾向に転じている。 

  また、一般財源総額もリーマンショックを挟ん

で横ばいで推移し、2012年度以降増加傾向に転じ

ている。 

  以上から、地財計画と一般財源総額の拡大が並

行するのは2013年度以降であることがわかる。 

  次に、交付税総額については臨財債控除後でみ

ると、2000年度以降減少傾向をたどり、2007年度

で底を打ったのち増加に転じ、2012年度をピーク

に微減傾向にある。 

  臨財債控除前では2003年度をピークに、いわゆ

る交付税ショックの2004年度に減少に転じたあと、

2007年度で底を打ったのち増加に転じ、2010年度

をピークに増加傾向にあった。 

  2000年代前半から半ばの減少局面は、地財計画

の規模縮小および地方税の増加見通しによる財源

不足の縮小によるものである。2000年代後半の増

加局面はリーマンショックによる財源不足の拡大

によるもので、2010年代以降の減少局面は地財規

模の拡大するなかで、景気回復と税制改正による

地方税の増加によるものである。 

 

② 地財計画の歳出の状況 

  図表２で地財計画の内容を歳出面から見ると、

一般行政経費（歳出特別枠等を除く）が社会保障

費の制度充実および自然増にともない増加してい

るほかは、主要な経費では減少傾向にある。2000

年代初頭と直近で比較すると一般行政経費と投資

的経費の規模が対照をなしており、現在の財源保

障が大幅な投資的経費の縮小を特徴としているこ

とがわかる。 

  2013年以降、地財規模が増加傾向にあるが、一

般行政経費と維持補修費を除けば、臨時的な経費

である歳出特別枠等に依存している状況にあり、

安定的な財源保障のあり方からみて脆弱性をもっ

ている。 

  なお、維持補修費については近年の公共施設の

維持更新費の増大を踏まえたものであり、この拡

充は今後の投資的経費の財源保障を展望する重要

な要素といえる。 
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図表２ 地方財政計画の推移（歳出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 

 

 

   論点１ ― 一般財源総額は確保されているのか 

 

① 「総額確保」の経緯 

  2004年度のいわゆる交付税ショックのなかで、

国の財政方針において「一般財源総額確保」が明

記されたのは、「経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針2004」（骨太方針2004）である。そこ

では「地方団体の安定的な財政運営に必要な一般

財源総額を確保する」と記述されている。ただし、

当時はその水準をどこに求めるかは明記されてお

らず、交付税ショックのような大幅な交付税カッ

トはしないという方針を暗示したものと推察され

る。 

  その後「一般財源総額確保」は若干の表現の違

いはあるものの、ほぼ毎年度、政府の財政方針に

明記されるようになった。 

  一般財源総額確保の水準を示すようになったの

は2012年度の予算方針からで、当時は「交付団体

をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる地

方一般財源総額を平成23年度地方財政計画と実質

的に同水準となるように確保する」として、安定

性を明確にするようになった。 

  さらに2014年度には前年度に閣議決定された中

期財政計画に則り、「2014、2015年度の一般財源

総額が2013年度を下回らない水準で確保する」と

いう複数年度の財源保障として示された。 

  2016年度予算へ向けた骨太方針2015では、脚注

部分ではあったが「交付団体をはじめ地方の安定

的な財政運営に必要となる一般財源の総額につい

て、2018年度までにおいて、2015年度地方財政計

画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保

する」として、さらに中期的な保障が明記された。 

  このように、毎年度の国の予算や財政方針にお

いて、おおむね「一般財源総額確保」が明記され、

安定的な財源保障が担保されてきた。 

  ただし、その一方で、近年、複数年度にわたる

水準確保が方針となっていることは、その間、国

の政策展開にともなう一般財源の所要額の増加が



－ 156 － 

生じたとしても、必ずしも所要の財源を確保する

ことを約束するものではないと解釈することもで

き、必要額を確保するのではなく、水準を前年度

並みとしてキャップをかける意図とみることがで

きる。 

  なお、骨太方針2016では、遂に一般財源総額確

保の文言が盛り込まれなかった。すでに前年度に

複数年度の財源保障の方針が示されたとはいえ、

一般財源総額確保に対する政府方針が消極的に

なったという見方もできる。 

 

② 一般財源総額の状況 

  図表３は2000年度以降の一般財源総額の推移を

表したものである。 

  2000年度以降、三位一体改革による減少を経て

増加に転じたが、リーマンショック後に再び減少

し2010年度を底に増加に転じ、2014年度以降、60

兆円台にいたっている。 

  この間、地方税の回復局面で一般財源を大きく

押し上げているようにみえるが、2006年度の恒久

的減税の完全廃止、2007年度の３兆円の税源移譲、

2013年度の個人住民税の年少扶養控除等の廃止、

2014年度の地方消費増税など、税制改正による地

方税の増収要因が含まれており、単純に過去の水

準と比較することはできない。 

  しかも税源移譲については国庫補助負担金の一

般財源化、年少扶養控除等廃止では子宮頸がん等

ワクチン接種や妊婦検診関連の国庫負担金の一般

財源化、地方消費増税については社会保障目的財

源化など相当額の経費との見合いの財源となって

おり、一般財源の増加といえども実質的には限定

的なものと推察される。 

  また、臨財債を除く一般財源でみると2016年度

が過去最高水準であるが、過去のピークである

2008年度を１兆円弱上回る水準にとどまる。この

間、上記のような各種一般財源化や社会保障経費

の拡大などがあったことを踏まえると、一般財源

総額確保を前年度並みあるいは複数年度にわたり

一定水準で固定化するというのは、所要充当経費

の状況を踏まえると、実質的に安定保障とはいえ

ない。むしろ、財源保障のキャップがかけられた

とみることができる。 

 

図表３ 一般財源総額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 
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③ 歳出（一般行政経費）からみた一般財源総額確

保の実態 

  地方歳出に対する財源保障の意義は、自治体の

裁量の余地がある単独事業の充実にある。先述の

ように近年の地財計画では一般行政経費が増加し

ていることから、その単独事業の状況が注目され

る。 

  図表４は、国保事業を除く最近10年間の一般行

政経費の補助、単独の推移である。 

  補助事業は社会保障費の自然増や2010年度の子

ども手当の導入などの制度拡充により増加してい

るが、単独事業は歳出特別枠関連（2014年度：地

域の元気創造事業費、2015年度以降：まち・ひ

と・しごと創生事業費）を除くとほぼ横ばいで推

移しており、2016年度は重点課題対応分の計上で

若干増加している。 

  特別枠関連を含めてみると2014年度以降単独事

業が拡充されたことになるが、これはあくまで臨

時的な経費であり、相当額の一般財源を恒久的に

保障するとは限らない。 

  近年、地方の少子高齢化対策の取組が求められ

るなかで、「一般財源総額確保」の実態は補助事

業の裏負担の増加が主体であり、地方の裁量的単

独施策に対する財源保障は臨時的な経費の充実に

とどまっている。 

 

④ 臨財債と一般財源 

  図表５は一般財源に占める臨財債の割合である。 

  臨財債の元利償還金は年々増加傾向にあり、

2015年度では地財計画の公債費の45％を占めるほ

どになっている。地財対策ではその償還分につい

て臨財債を発行し、事実上の借換債となっている。 

  図表のように、一般財源に占める臨財債償還費

の割合は低いものの、年々上昇している。既述の

ように償還費相当額を臨財債で補てんし、あわせ

て一般財源総額も伸びていることから、臨財債償

還費が一般財源を浸食する状況にはないが、今後、

一般財源総額の伸びが抑制される局面にいたった

場合には、たとえ前年度比同水準であっても、実

質的には一般財源水準を引き下げる懸念がある。 

 

図表４ 一般行政経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 
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家計表、家計簿などの作成支援。出納管理の支

援。滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や

各種給付金の利用に向けた情報提供。多重債務

整理の方針を立て、過払い金の有無など多重債

務相談窓口と協力。低利資金の貸付のあっせん

と返済計画の作成。 

   地域の社会福祉協議会や生活協同組合等の貸

付機関に委託する場合が多い。 

   支援の視点として、①相談者自身が課題を見

えるようになることへの支援。②ともに目標を

立て、家計の再生に向けて歩き出す支援。③相

談者が自ら家計管理を続けていくことへの支援。

一体的、総合的、継続的な支援の実施。 

 

 Ｂ 家計相談支援事業の取組状況 

   モデル事業では80自治体が取り組んだ。2015

年度からは205自治体、23％が実施している。

2016年度の見込みでは、350自治体、39％が取

り組むとしている。 

 

⑦ 子どもの学習支援事業（任意事業） 

 Ａ 子どもの学習支援事業の内容 

   いわゆる「貧困の連鎖」を断ち切るために、

生活保護受給家族や低所得の家庭の子どもたち

に無償で学習支援を行う。各自治体ごとに工夫

をこらした事業が行われている。 

   進路相談と中退防止のための支援を含む学習

支援を行う。学習教室では、ボランティアによ

るマンツーマンの学習支援を行う。家庭訪問に

よる進学の助言や養育支援を行う。子どもたち

の「居場所」をつくる。 

   高知市の「高知チャレンジ塾」事業では、福

祉部局と教育委員会が協力して、生活保護受給

世帯の中学生を対象に学習支援を実施している。

市が雇用した就学促進員が定期的に家庭訪問し、

保護者への事業参加への働きかけをおこなう。

民間団体に委託して、教員ＯＢや大学生などの

学習支援員が週２回程度、市内５か所で学習支

援を行う。2013年度の生活保護受給世帯の中学

生271人が参加し、中学三年生55人のすべてが

高校へ進学した。 

 

 Ｂ 子どもの学習支援事業の取組状況 

   本事業はモデル事業では、184自治体が取り

組んでいる。2015年度には300自治体、33％。

2016年度には450自治体程度、50％程度の自治

体が取り組む見込みだとされている。 

 

 

   就労支援事業を実例から見る 

    豊中市 西岡正次氏の「全国担当者会議」に向けた報告から 

 

 先に見たように、生活困窮者自立支援制度は、

1990年代からの格差の拡大の中で、就労支援事業

（日常生活自立支援から就労訓練など中間的就労、

就労準備事業、一般就労）を中心に、家計簿づけか

らはじまる家計再生支援、貧困の連鎖を断つ学習支

援と居場所づくりなどとの組み合わせを相互利用が

できるかたちで形成されてきた。 

 ここでは、その具体的な態様を、豊中市の実践を

踏まえた報告「自治体における就労支援の取り組み 

― 豊中の事例から」2015年９月25日、から見てい

きたい。 

 個別事例の紹介の中で、今まで見てきた、自立支

援相談事業、その後の就労支援、障害者自立支援、

就労準備への誘い、社会生活自立訓練、見守り、寄

り添い支援、職場定着支援などが、自在に組み合わ

されている活動状況を見て取れる。必須事業である

自立相談事業にたどりついた相談者の状況に合わせ

て、就労支援を中心にしながら、日常生活や社会生

活自立への支援と、社会的居場所づくりを進める、

各担当者の活動が見て取れる。また2006年から取り

組んでいる「無料職業紹介事業」を積極的に活用し、

独自の就労準備や訓練の受け皿として、市が掘り起

こした協力的な地元企業と協同して就労の場を用意

していることがわかる。 

 1) 税等の滞納対応、生活保護受給と一体となっ

た就労支援 
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   相談者は60歳代の女性で専業主婦である。滞

納等が嵩み、「暮らし再建ＰＳセンター」（生

活困窮者自立支援相談窓口）に来所したのが

きっかけとなった。夫が疾病で失業。子は腰痛

をきっかけに離職して10年以上無職の状態と

なっている。生活保護利用の検討と申請の支援

を行う。税等の滞納処分の手続きに同行支援を

行う。並行して早期の就労支援を想定して、無

料職業紹介所で清掃職の求人を提案する。面接

同行で就職が実現した。家計支援と職場定着支

援を続行している。無職の子も相談につなげる。 

 2) 多様な出口を想定した相談支援の例。見守り

と生活再生 

   40歳代の男性だが、精神科に通院している。

離職して約10年になる。家族の介護で就労準備

から遠ざかるが、家計が厳しくなり相談に来た。

生活保護の相談を進めたが家族が不同意。症状

等の影響や就労条件を見極めるため、就労準備

支援「花づくり体験」を案内し、参加すること

に。生活習慣ができているので、従事時間等を

調整して、就労継続支援Ａ型事業所での就労を

提案。施設の見学に同行・体験を経て通所につ

ながる。見守りを継続して、生活再生へ。 

 3) 企業実習から就労訓練（雇用型）へ、そして

正社員に 

   30歳代の男性で、家族を通じて相談に来る。

流通業で就労体験がある。疾病で失職し、10年

あまり無職に。家事の手伝いなど生活習慣は

しっかりしているが、仕事や就労のイメージが

持てないという。企業実習で体力、意欲等を確

認し、就労訓練事業（雇用型）を提案したとこ

ろ参加することに。店舗への品出し業務から始

め、企業・本人・相談員の３者で、振り返りを

行い、正社員を目指して就労を継続している。

就業条件は週20時間から延長する予定である。 

 4) 企業と連携した伴走型支援の事例 

   20歳代の女性だが就労希望で来所した。家族

と同居しているが転退職が多く、メンタル的に

厳しい状況となっている。手芸が得意という手

先の器用さを活かすことができるようなものづ

くり分野を想定し、就労準備支援事業（カバン

縫製）を提案したところ参加を決める。当初は

声も出ない状況で、一人でできる環境整備など

の配慮を調整しながら継続した。３者で振り返

り、就労訓練事業（非雇用型、一日３時間、週

３日から始める）にステップアップした。参加

時間を徐々に増やしていきながら、雇用型への

移行を目指している。 

 5) 就労訓練で就労のイメージや自信を取り戻す 

   40歳代の男性。新卒就職だが数年で離職。音

楽活動で独立した。10年余で音楽家活動をやめ、

親の介護にあたる。その後、家業の廃業で生活

保護を受給するようになる。200余社の就職活

動も実らず、介護中心の暮らしを継続。ブラン

クが長く、就労のイメージが描けないまま自信

を喪失していく。ものづくり職人の夢を手掛か

りに、企業実習（カバン縫製）を経て、就労準

備支援事業を６か月継続した。「あと１年経験

を積めば職人になれる」という振り返りの評価

を得て就労訓練（雇用型）に移行した。次のス

テップを目指している。本人の生活再生、生活

保護脱却を見通す段階に来ている。 

 6) 疾病で離職。孤立を防止し、生活習慣の再構

築へ。息の長い就労支援 

   50歳代の男性。飲食関係で就労していたが、

疾病で失業した。退院後も通院して加療中、就

労準備支援を希望。孤立を避け、生活習慣を築

くため、外出の機会（居場所プログラム等）を

案内したところ参加。就労意欲の維持や体力の

確認等をサポートしながら、就労機会を開発す

る予定となっている。 

 7) 「子育て」と「働く」、並行した相談支援と

伴走型のキャリア支援 

   母子家庭の母親。子どもが保育所を利用して

いるが、発達の遅れなどもあって子育ての不安

もあり、就労準備ができない状態。保健所とも

連携し、子どもの相談支援と並行して、就職希

望を踏まえ、無料職業紹介所が短時間就労を紹

介。職場への定着支援、子育てとの両立を図り

ながら、週３日の就労の充実を目指す。並行し

て資格の取得を目指し、支援を継続している。 

 8) 障害等への気づき、福祉サービスを利用しな

がらキャリア形成へ 

   20歳代の男性とその母親。男性は高卒後アル
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バイトを目指すが就職できず来所。無料職業紹

介を利用して箱詰め作業に従事したが、作業ス

ピードに追い付かず離職。食品製造への転換を

支援している。並行して、母親の相談支援を行

い家族の暮らし再生へ。清掃作業に従事するが、

作業内容の習得が進まず、職業適性検査を受け

る。結果、障害者手帳の申請と障害者年金の受

給をサポートすることに。障害者枠の転職につ

なげる。家族の「働く」「暮らしの再生へ」。 

 9) 発達障害を自覚し手帳取得を希望。主治医と

連携して支援に 

   40歳代の男性。手先の動作や、ものごとの優

先順位などの判断、人間関係づくりが不得手。

大学も単位取得や手続き等の相談ができないま

ま退学となった。短期間のアルバイトを繰り返

し、10年余続いたアルバイトも離職。学生時代

からの自閉傾向を振り返り、適性検査で発達障

害の傾向を受容するようになる。手帳の取得と

生活再生を希望するが、生活の困難を主治医に

伝えられず手帳の申請手続きが進まない。支援

員が主治医に職場での困難性や生活障害の状況、

手帳取得後の就労支援の方針を伝え、手帳取得

と専門機関での訓練参加が可能になる。今後、

安定した就労機会の開発を目指す。 

 10) 統合失調症。仕事への焦り、「就労は時期尚

早」という主治医と連携して 

   30歳代の男性。就労相談に来所。高校で発病、

就職したが幻聴が出現してトラブルになり退職。

自宅療養で幻聴は改善するが、就労すると幻聴

が出現、転退職を繰り返す。家族と同居で経済

的には困っていない。就労意欲は高く、仕事へ

の焦燥感が強い。主治医と連携し、訓練を優先

して疾病の安定化を図ることなど、共通理解を

深める。障害者就労移行支援事業所での支援を

受け、過去の失敗体験を冷静に振り返ることが

でき、就労準備を進めている。事業所と連携し、

就労機会を開発へ。 

 

 

   「もやい」の東京23区事業実施状況調査 

 

 「ＮＰＯ法人 自立生活サポートセンターもやい」が2015年４月に行った電話等によるアンケート調査で

は、以下のようになっている。 

 
区 名  相談事業は直営か委託か  任意事業 

千代田区 直営で１年間実施しニーズを検討 行わない 

葛 飾 区 委託（社会福祉法人 新栄会） 就労準備事業（新栄会） 

  家計相談事業（新栄会） 

練 馬 区 委託（社会福祉協議会） 就労準備支援事業（非公開） 

  子どもの学習支援事業（非公開） 

豊 島 区 委託（社会福祉協議会） 就労準備支援事業（ＮＰＯ法人オレンジ） 

  家計相談事業（社会福祉協議会） 

  子どもの学習支援（社会福祉協議会） 

  
必須事業だけでは、入り口のみで出口がないので、効果的に

進めることを狙う。 

  地域保健福祉計画（５年間）に位置付けた。 

中 野 区 委託（東京リーガルマインド） 就労準備支援事業（リーガルマインド） 

  小学生対象子どもの学習支援事業（社会福祉協議会） 

  中学生対象子どもの学習支援事業（(株)栄光） 

杉 並 区 委託（社会福祉協議会） 就労準備支援事業（ＮＰＯ法人ネット） 

  子どもの学習支援（ＮＰＯ法人ネット） 

  家計相談事業（社会福祉協議会） 

墨 田 区 直営（福祉事務所） 子どもの学習支援（ＮＰＯ法人キッズドア） 

江 東 区 委託（ランスタッド、(社)新栄会） 就労準備支援事業（ランスタッド） 

  子どもの学習支援（ＮＰＯ法人ワーカーズコープ） 
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区 名  相談事業は直営か委託か  任意事業 

渋 谷 区 直営（福祉事務所）国から庁内連携でといわれていたので、まずは直営で。 

  就労準備支援（テンプスタッフ） 

世田谷区 直営と委託 家計相談事業（社会福祉協議会） 

  子どもの学習支援（未定） 

目 黒 区 

 

直営（生活福祉課）法的責任を追及。生活保護が必要な人は生活保護につながるように福祉事務所に置い

         た。 

  就労準備支援事業 

  家計相談事業 

  子どもの学習支援 

  
ひきこもりの問題、貧困の連鎖の問題など生活困窮者が抱え

る様々な問題に対応するために必要と考えて。 

  地域福祉計画の中に位置付けた。 

板 橋 区 委託（ワーカーズコープ）民間の専門性を活かしたい。直営だと補助対象にならない。 

  就労準備支援事業（パソナ） 

  家計相談事業（ワーカーズコープ） 

  子どもの学習支援（ＮＰＯ法人） 

足 立 区 直営 ノウハウを自治体で蓄え、委託するかどうか判断する。 

  就労準備支援事業（準備中） 

  家計相談事業（準備中） 

  子どもの学習支援（準備中） 

荒 川 区 直営 新法前から独自事業がある おこなわない（独自事業がある） 

文 京 区 委託（やまて企業組合） 子どもの学習支援事業（社団てらまっち） 

  ほかの事業はニーズがわからない。 

港 区 委託（やまて企業組合） 就労準備支援事業（やまて企業組合） 

  家計相談事業（同） 

  子ども学習支援（同） 

大 田 区 委託 (社)やまて福祉会 就労準備支援事業（やまて福祉会） 

  
出口を意識するという意味で就労準備事業を行う。 

生活困窮者の定義が広くニーズがつかめない。 

北 区 委託（社会福祉協議会、パソナ就労部分） 家計相談事業（社会福祉協議会） 

品 川 区 直営 関係各課との連携体制の構築がしやすくワンストップサービスを提供できる。 

台 東 区 直営 事業の連続性と連携 おこなわない 

新 宿 区 委託（社団東京社会福祉士会）区職員には専門性と実務経験者が少ない。 

  就労準備支援事業（ランスタッド） 

  家計相談事業（東京福祉士会） 

  子どもの学習支援（栄光） 

  一時生活支援事業（新宿ホームレス支援機構など） 
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 5. 地域づくりの情報共有と連携の仕組みづくり 
    ～愛媛県松前町における地域ケア推進会議運営の検討事例を手掛かりに 

 

沼 尾 波 子 

 

   人口減少時代の地域の将来像を描く 

 

 人口減少と少子化、経済停滞と財政難のもとで、

日本社会は厳しい状況に置かれている。だが、自治

体が地域の将来を見据えた政策対応について、財政

負担を含めて主体的に考える動きが見えてこない。 

 2014年に政府が打ち出した地方創生戦略では、人

口減少・少子化と東京一極集中という二つの課題に

対する対応策が打ち出された。これを受けて、地方

自治体においても「地方人口ビジョン」と「地方版

総合戦略」の策定が努力義務とされ、策定を通じて、

将来人口について地域で認識を共有し、その結果に

基づいて、「小売店の進出・撤退、地域の産業にお

ける人材過不足状況、公共施設の維持管理・更新、

社会保障の財政需要や税収等への影響などを分析・

考察する」ことが大切であるとされた（まち・ひ

と・しごと創生本部（2014））。 

 その後、すべての自治体で総合戦略の策定が行わ

れたが、人口ビジョンや総合戦略が、地域の将来に

ついて考え、取り組むための羅針盤として機能して

いるかといえば、甚だ心もとない。 

 確かに、総合戦略策定を地域の将来について主体

的に考えるための絶好の機会と捉え、自治体の将来

について、戦略的に考えることを提唱する声もある。

例えば藤山（2015）では、地方人口ビジョンと地方

版総合戦略の策定に対し、国の「長期ビジョン」と

「総合戦略」が完成形ではなく、地域の特性を踏ま

えた独自のビジョンと戦略を「自立的・主体的」に

考えていくことが大切であると指摘している。また、

自治体と各地区との二階建て方式で「人口ビジョン」

と「総合戦略」を策定することを提起し、小学校区

などの地区単位で地域の将来像を共有し、将来の姿

について戦略を立てることの必要性を指摘している。

実際に、島根県雲南市のように、地区ごとの将来人

口推計を踏まえて、地区の将来について話し合いを

行っている事例もある。しかしながら多くの自治体

にとって、総合戦略策定が、人口減少と少子高齢化

が進行する地域の将来を主体的に考え、対策を講じ

る機会となったかどうかについては疑問が残る（中

山（2016））。多くの自治体では、国が示した人口

ビジョンと総合戦略を踏まえながら人口推計を行い、

国の対応に準じた人口減少への対応策を掲げている。

また、計画策定プロセスをみても、住民参加を通じ

て、多くの人々の間で地域の将来について認識を共

有することが期待されたはずであるが、現実には、

人口ビジョンや総合戦略策定を民間のコンサルタン

ト会社等に委託した自治体も多い。行政内部でも、

企画部門以外は、総合戦略の内容について良く分

かっていないという自治体もあり、必ずしも地域課

題に対する認識が地元で共有されたとは言えない状

況にある。 

 人口ビジョンや総合戦略の策定は、多くの自治体

にとって、いわば国から「降ってきた仕事」であっ

て、主体的に地域の将来を考えるきっかけと成りえ

ていない。地方創生交付金を受けるために策定しな

くてはならない計画として認識されているといえる

だろう。 

 

 

   機能別予算編成と中期財政計画の不在 

 

 しかしながら、地方創生交付金のみならず、補助

金や地方交付税が、将来にわたって現在の水準を維

持する形で交付されるかどうかは定かではない。周

知の通り、国・地方ともに財政状況は厳しい。国・
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地方の長期債務残高は2016年度末に1,062兆円にま

で膨れ上がる見込みである。高齢化の進展等により、

社会保障給付費は毎年１兆円規模で増大している。

社会保険料収入も伸び悩みが続く中で、毎年、巨額

の公債発行により、財源調達が行なわれてきた。今

後さらに増大する社会保障給付費の財源調達に向け

て、2011年には社会保障・税一体改革により、消費

税の５％から10％への引上げが決められた。ところ

が、その後の度重なる消費税率引上げ延期に加え、

軽減税率の導入、さらには法人実効税率の引下げな

ど、景気対策が優先され、税収確保は先送りされて

きた。それでも2009年度以降、地方交付税の総額は

17兆円前後で推移してきたが、2017年度には16兆円

程度となる見込みであり、先行きは不透明である。 

 この間、地方自治体には行政改革が求められてお

り、人件費削減や民営化の推進等が目指されてきた。

また、人口推計や経済見通しを踏まえた財政計画を

立て、中長期的な地域の展望と行財政運営の方向性

を考える取組みの推進が期待され、公共施設等総合

管理計画やインフラ長寿命化計画など、地域のス

トックを把握し、今後の財政需要の見通しを把握す

ることも求められている。 

 しかしながら、自治体が地域の行財政運営につい

て、その将来像を描くことには難しさもある。人口

減少、経済停滞、地方財政制度の見通しという３つ

のことがらは、個々の自治体での統制範囲を超える

課題であるため、自治体で将来推計を行うことや、

数値をコントロールすることが難しい（山本

（2003））。なかでも地方財政制度の見通しについ

ては、地方税制改正、地方交付税の交付水準、補助

金制度や地方財政対策によって、その値が大きく変

わることから、将来の姿を自治体が主体的に描くこ

とはできない。実際には、現行制度を前提とした推

計を行わざるを得ない。 

 山本（2003）では、自治体による現実的なリスク

対応として、「緩衝材としての財政調整基金や減債

基金等の活用」「受益者負担や原因者負担の導入に

よりリスクを自治体から別の主体に移転する方法」

「早めの対策を立てて管理可能な状態に転換する方

法」「広域行政等によりリスクを分担する方法」

「民営化、公民連携等によりリスクを分担する方法」

などを掲げている。 

 国が「公共施設等総合管理計画」「地方版人口ビ

ジョン」「地方版総合戦略」等の策定を自治体に求

めるのは、国の財政難と、地方に対する補助金や地

方交付税の確保が難しくなっていることも背景にあ

る。地方自治体が今後の財政運営について中長期的

な計画を策定し、リスク対応を図ることが求められ

ている。しかしながら、行財政運営に関する将来見

通しについての情報は、自治体内はもちろんのこと、

地域住民の間で共有されているとはいえない。 

 

 

 

   機能別の計画策定と行政の対応 

 

 一方、地方自治体内の各部署では、個別の政策分

野について、法令等に基づいて計画を策定している。

例えば介護保険事業計画や子ども子育て支援事業計

画など、分野ごとに３年～５年程度の期間で、地域

の現状を踏まえた行政需要予測を行い、費用負担の

将来見通しについても推計を行っている。これらの

計画で示されたデータ等は、都道府県を通じて各省

庁に集約され、全国の動向を把握するとともに、国

全体の長期計画や財政需要額などを検討する１つの

材料となっている。 

 介護保険事業計画の場合、国が介護保険事業に係

る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針

を定め、それに従って、市町村では日常生活圏域を

設定し、各区域における種類ごとの介護サービス量

の見込みや施設等の必要定員総数、地域支援事業の

量の見込み等を算定し、これらの需要見込みに基づ

いて保険料を設定することとされている。これら市

町村の計画を集め、それらをもとに、都道府県では

老人福祉圏域を設定し、介護サービス量の見込みを

算出するとともに、施設等の必要定員総数等を設定

している。 

 このように、各政策分野ごとに、計画策定を通じ

て財政需要を把握し、国や都道府県による財政負担

の見通しを立てることが行われている。しかしなが
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ら、これらの財政需要については省庁別に把握され、

財務省や総務省での予算折衝や地方財政計画策定の

なかで財源保障の枠組みが決まっていく。したがっ

て、自治体が財政需要の水準と、そのための財源確

保策を中長期的に検討することにはつながりづらい。 

 

 

 

   介護保険財政と自治体の対応 

 

 しかしながら、その中に在って、介護保険は、や

や事情が異なる。上述のとおり、介護保険では、市

町村ごとの行政需要を算出し、そこから財政需要を

割り出し、高齢者が負担する１号保険料を算出する。

したがって、サービス利用が増えた場合、高齢者の

保険料負担が増大するのである。さらに、介護保険

では、国民健康保険制度のように、保険料率収入の

不足分を一般会計からの基準外繰出で補填すること

が基本的に認められていない。したがって、地域に

おけるサービス利用水準と高齢者の支払う第１号保

険料の関係、すなわち給付と負担の関係が明確化さ

れた制度となっている。 

 厚生労働省の試算では、現行制度のもとで、今後、

いわゆる団塊世代全体が後期高齢者となる2025年の

介護サービス需要を推計すると、高齢者が負担する

第１号保険料の全国平均基準額は8,165円（月額）

になると見込まれている。介護保険制度創設当時、

高齢者が負担する保険料は高くても月額5,000円程

度と想定されていた。しかしながら、予測を上回る

サービス利用の増大などから、すでに月額平均保険

料はその水準に達しており、今後もますます上昇す

ると見込まれている。 

 このままサービス利用が増え、高齢者が負担する

保険料が上昇すれば、保険料・利用料を負担できな

い高齢者が増大し、本来セイフティネットであるは

ずの保険制度が機能不全に陥ることも考えられる。

そこで、給付の伸びを抑制することで、持続可能な

保険制度となるよう取り組む改革が進められてきた。

その一つが、費用の高い施設サービスを利用するの

ではなく、出来るだけ住みなれた自宅で生活し、居

宅サービス等で暮らしを維持するための基盤となる

地域包括ケアシステムの構築である。加えて、介護

予防に力を入れ、介護サービスの利用を増やさない

ように取り組むことや、介護事業者が必要以上に

サービスを盛り込むことのないよう、ケアプランや

レセプトの点検を行う等の対応が図られている。 

 

 

   地域包括ケアシステム構築とケア推進会議 

 

 このように、持続可能な介護保険制度と、地域に

おける安心・安全な暮らしを両立する上で、国では

地域包括ケアシステムの構築を推進している。長寿

社会開発センター（2011）によれば、地域包括ケア

システムについては「地域住民が住み慣れた地域で

安心して尊厳あるその人らしい生活を継続すること

ができるように、介護保険制度による公的サービス

のみならず、その他のフォーマルやインフォーマル

な多様な社会資源を本人が活用できるように、包括

的および継続的に支援すること」と説明している。 

 2005年の介護保険法改正時には、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けて、第１に、医療、介護、予防、

住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等へ

の包括的な支援（地域包括ケア）を推進すること、

第２に、日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把

握を踏まえた介護保険事業計画を策定すること、第

３に、単身・重度の要介護者等に対応できるよう、

24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合

型サービスを創設すること、第４に、保険者の判断

による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施

を可能とすること、そして第５に、介護療養病床の

新たな指定は行わないこととし、在宅でのケアを推

進することがうたわれた。このほか、日常生活圏域

のニーズ調査を実施し、地域の課題・ニーズを的確

に把握するとともに、計画の内容として、認知症支

援策、在宅医療、住まいの整備、生活支援を位置付
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け、実行していくことが期待された。そして、個々

のケースについて、トータルな支援を行うために、

専門家や地域の担い手が集い、ケース検討を行う場

として地域ケア会議の設置が掲げられている。 

 図１、２は地域ケア会議に期待される機能と役割

を示したものである。これによれば、介護保険制度

の中で、個別のケースについてどのようにケアプラ

ンを立て、対応するかを検討するのが個別会議であ

る。そこでは、様々な専門家が集まり、当事者の身

体的状況や生活環境に留まらず、家族や近隣との関

係なども踏まえて、適切な支援のあり方を話し合っ

て決めていくことが期待されている。一般に、行政

サービスでは公平かつ均質な対応をすることが求め

られる。しかしながら、専門家による地域ケア会議

の場で、個々の状態を踏まえてサービス給付の内容

を決めるという手続きを経ることで、個別に多様な

対応を図ることが公的に担保できる。したがって、

地域ケア会議の運営は、高齢者介護における給付と

負担のあり方を個別に決めていく場と見ることもで

きる。 

 ところが、その際に、個別ケアにとどまらず、生

活環境全般に関わる課題が提起されることがある。

例えば高齢者の買い物の環境の整備や、公営住宅や

道路における段差の解消など、高齢者の日常生活を

支援する上で、まちづくりの課題が浮かび上がるこ

とがある。こうした課題について、厚生労働省では、

個別会議を通じて出てきた課題のうち、類似の事例

として整理できるものを取りまとめ、地域包括支援

センターから行政の各担当課に伝えるなどのルール

を設けることで、地域課題の解決に結びつけること

の必要性を説いている。また、こうした地域課題に

ついて、自治体で検討を行い、日常生活環境の改善

を図るための会議として、「地域ケア推進会議」が

提起されている。道路や住宅、買い物アクセスなど

の施策は介護保険事業の枠外であるが、これらの施

策の有無が、介護サービスの利用に大きくかかわる

ものである。 

 しかし、現実には、高齢者を取り巻く地域課題を

保険者である市町村が把握できていないことや、地

域ケア会議の運営体制が整わないことなど、効率的

な保険制度の運営に必要な体制構築には、様々な課

題がある。地域包括ケアシステムに期待される機能

を地域が持つためには、地域課題の発掘と検討、地

域を構成する多様な立場の人々の間での合意形成や

連携の仕組みを通じた活動実践が求められる。加え

て、将来的な保険料上昇を抑制しようとすれば、予

防のための取組みに留まらず、介護給付費を抑制す

るための地域における創意工夫を図る取組みも必要

である。さらに言えば、行政と事業者とが連携し、

需要と供給の適正規模を見出していくことも必要と

なる。 

 このように、地域ケア会議や地域ケア推進会議は、

高齢者をはじめとした人々の、日々の暮らしの安

心・安全の確保に向けて地域でどのような対応を図

るかについて、保険料負担水準にも目配りした対応

を考える場となるものである。また、その運営は自

治体の財政運営において将来の負担水準のあり方を

決めることにもつながるものである。 
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図１ 地域ケア会議の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）厚生労働省資料 

 

図２ 地域包括ケアシステムを通じた地域課題への取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）厚生労働省資料 
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   松前町の事例にみる地域ケア推進会議の可能性 

 

 このように、個別ケースに対して必要な支援のあ

り方を決めるとともに、予防給付や日常生活の見守

りまでを含めたトータルな支援のあり方を考えるに

は、ケアに関わる専門家のみならず、行政他部署や、

地域住民・コミュニティとの連携なども必要となる。

加えてサービス給付水準が保険料負担に関わること

から、給付と負担の水準についても考慮しながら、

地域の将来について主体的に考えることも求められ

る。しかしながら、多くの自治体では、そのための

仕組みは出来ているとはいえない。そこで、こうし

た連携のあり方を考えるうえで、個別会議で出た課

題を庁内他部署と共有し、連携を図るためのしくみ

について検討する地域ケア推進会議（地域づくり会

議）の場の構築と、そこで必要とされる制度的要件

について検討することとした。 

 愛媛県松前町役場の協力を得て、地域ケア推進会

議の実現に向けた対応について、ワークショップ形

式で検討を行った。松前町は地域ケア個別会議の運

営体制がすでに構築されているほか、行政内部の地

域包括支援センターと民間事業者（ブランチ）との

間で、日ごろから風通しの良い関係が築かれており、

町内の高齢者について、一定の連携・情報共有が図

られている自治体である（沼尾（2014））。それら

の情報を地域課題として庁内で共有する環境構築が

次の課題となっていることから、この地域でワーク

ショップを実施した。 

 ワークショップは2015年11月から2016年２月まで

の間、毎月１回、計４回にわたって実施した。第１

回・第２回は２時間、第３回・第４回は３時間の開

催とし、いずれも畠中智子氏（株式会社わらびの）

がファシリテーターを務めた。各回の参加者ならび

に検討テーマは表１のとおりである。 

 事前打合せの段階では、地域ケア推進会議を通じ

た庁内横断型の仕組みづくりに向けて、次のような

課題を検討する必要があるとした。 

1) 高齢者一人一人の個別課題から（部局横断型の）

地域課題をどのように抽出するか 

 ・個別のケースについて、事業所職員等が個々に

対応できることと、地域課題として対応を考え

る必要があることをどのように整理するか。 

 ・目の前の課題に対する直接的な対応を図るだけ

でなく、他の類似したケースにも目を向けるこ

とで、町全体の課題として、対応を検討する仕

組みをどのように構築するか。 

 ・ケアマネ等の事業所職員が、個々のケースに対

応する際に、目の前の課題に対して個別の対応

で終わらせるのではなく、「地域課題」として

の眼差しを持つにはどうすればよいか。 

2) 個別のケースから出てきた課題を地域課題とし

て受け止めていくにあたり、それらの課題に取り

組む主体は誰か 

 

 

表１ ワークショップの実施状況（2015年11月～2016年２月） 

 
 参 加 者 検討テーマ 

第１回 
（11月18日) 

地域包括支援センター職員・事業所主任ケ
アマネ等18名 

地域ケア会議構成メンバーからみた高齢者を取り巻く課
題を挙げ、そこにある地域課題について、抽出、整理を
行った。 

第２回 
（12月９日) 

町役場各課職員12名 
役場職員が、日々の業務のなかで直面した高齢者を取り
巻く課題を挙げ､地域課題について抽出､整理を行った。

第３回 
（１月25日) 

庁内各課職員12名 
地域包括支援センター職員・事業所主任ケ
アマネ等14名計26名 

地域ケア推進会議に向けて課題の共有と求められる対応
について意見交換し、整理を行った。 

第４回 
（２月16日) 

庁内各課職員10名 
地域包括支援センター職員・事業所主任ケ
アマネ等12名計22名 

地域ケア推進会議に向けて、取り組むべき課題を整理
し、対応を検討した。 

 
(資料）ワークショップ時のメモをもとに著者作成 

※ 第３回、第４回の参加者は、第１回、第２回ＷＳ参加者としたが、一部、業務等の都合により、他の職員に交代し

ている。 
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  行政のみならず、事業者・家族・地域コミュニ

ティなど、状況に応じて、多様な主体による多様

な対応が考えられる。そのなかで、行政課題とし

て考えるべきものについては、どこの部署が担当

するのか、行政内部で施策を切り分ける必要があ

る。地域課題は、道路や住宅など多様な領域にま

たがることが考えられるため、施策の切り分けと

ともに、そこで上がった課題を事業化・予算化す

る手続きが必要となる。その際には、介護保険制

度における総合支援事業等との関係も見据えつつ、

業務を切り分けて対応を図る必要がある。また、

町内会・自治会等との情報共有・連携の仕組みを

どう創り、高齢者等を取り巻く地域課題について、

どのように対応するかについて、話し合いが必要

となる。 

3) 地域ケア推進会議の庁内での位置づけ 

  地域課題に対する行政内部での情報共有や解決

策の検討が求められるが、会議の構成メンバーや、

運営時間・進め方、そして保健福祉部門と他の部

門との関係などを整理する必要がある。 

 

① 第１回ワークショップ 

  第１回ワークショップでは、日ごろから高齢者

の相談業務に当たっている地域包括支援センター

職員、居宅介護支援事業所職員が参加し、日ごろ

の業務の中での困りごとを洗い出し、共有すると

ともに、「なぜ」困ってしまうのかについて検討

を行った。このワークショップを通じて、日々の

業務の中で、高齢者を取り巻く様々な地域課題が

浮かび上がった。 

  ワークショップを通じて、以下のことが明らか

になった。第１に、表２にあるように、日ごろ高

齢者ケアに関する業務を担う地域包括支援セン

ターや事業所（ブランチ）では、高齢者とのかか

わりの中で、様々な課題に直面していることが、

改めて浮き彫りになった。第２に、こうした課題

に直面したとき、専門職の職員は、その場ででき

る限りの対応を図ろうとするが、そこには限界も

あること、そして職員の中には、そのことを自分

自身の力不足と捉えてしまう場合もあることが見

えてきた。第３に、家族との繋がりが希薄な高齢

者や、単身高齢者へのケアでは、様々な課題が生

じており、地域包括支援センターや事業所職員だ

けでは限界も多く、近隣のサポートが必要である

ということが浮かび上がった。第４に、現場職員

だけでは対応が難しい課題のうち、公営住宅や道

路の段差などの問題など、行政課題と思っても、

すぐに解決することが難しく、また、それらの課

題についてどこの誰に相談してよいか分からない

という意見も聞かれた。 

 

表２ 第１回ＷＳを通じて上がってきた高齢者を取り巻く地域課題 

 
道路 道路が狭い、歩道がガタガタで押し車では歩けない 

街灯やサービス 役場に言ったところは対応してもらえるが、言わないと何もしてもらえない 

交通手段 交通手段がない 

地域活動 近くに活動の場がない 

買い物 近隣に買い物先がない 

住居 保証人の不在、大家が高齢者に部屋を貸したがらない、町営住宅がバリアフリーでない 

ごみ屋敷 ごみ屋敷が多い、ごみをためる高齢者支援の難しさ 

お金 生活困窮者への対応、お金がない、ひどい状況になる前に役場からの情報がほしい 

個人情報の壁 困っている人への働きかけ、病院や行政から情報がもらえない 

障害者 障害者のサービス情報が少ない、家族だけでの暮らしが難しく支援が必要 

認知症対応 若年性認知症の利用できるサービスがない。カフェ・場がほしい 

家族 家族が協力的でない、介護を行う家族への支援がない 

近隣 近所との付き合いがない、民生委員との繋がり 

医療 病院との連携が取れていない 

ボランティア ちょっとした手助けがあるとよい 

（介護）職員として 力不足、相手に気持ちが伝わらない、コミュニケーション不足 
 
(資料）ワークショップ時のメモをもとに著者作成 
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② 第２回ワークショップ 

  第２回ワークショップでは、町内各課から各１

名の参加により、高齢者を取り巻く行政内部での

課題の検討を行うこととした。高齢者を取り巻く

地域課題が多岐にわたることを踏まえると、保健

福祉部局で出た課題を他の部局と共有するという

発想に留まらず、それぞれの部局で生じている課

題を整理し、相互に助け合う仕組みを構築するこ

とが大切であるという視点から、行政各課職員の

なかで、高齢者を取り巻く業務上の課題について

取り上げることとした。11課（総務課・財政課・

税務課・福祉課・町民課・保険課・まちづくり

課・産業課・上下水道課・学校教育課・社会教育

課）と消防のうち、２つの課が業務の関係で参加

できなかった。また主催者である健康課はワーク

ショップの話し合いには加わっていない。 

  職員としての経験の中で、日々の業務を通じて

直面した高齢者に関する困りごとを挙げるグルー

プワークを行ったところ、表３のような課題が浮

かび上がってきた。 

  表３をみると、町役場においても、各課職員は、

日々のそれぞれの業務の中で、高齢者に関する

様々な課題に直面していることがわかる。職員は

対応できることについては対応しているが、特定

の個人にのみ特別な対応を図ることは難しいこと

もあり、業務上のルールに則った対応を図ってい

るという。また、挙げられた課題は、必ずしもす

ぐに解決できるものばかりではなく、庁内各課が

連携して対応を図ることで、解決に結びつくと考

えられるものもみられた。 

  ワークショップの後半では、高齢者の暮らしに

関する諸課題に対する職員の対応方法について、

検討を行った。その結果から見えてくるのは、複

数の部課が集まって課題について協議することで、

多様な解決策とその組合せによる対応が考えられ

るということである。例えば、道路の段差につい

て、まちづくり課では改修工事を考えることにな

るが、そこに健康課や地域包括支援センターが加

わることで、体力アップのための介護予防につな

ぐというもう一つの可能性が見えてくる。 

 

表３ 第２回ＷＳを通じて上がってきた高齢者を取り巻く地域課題（担当課別分類） 

 

まちづくり 公営住宅（高齢者が暮らしにくい）、介護（予防）サービス等未利用、パスポート写真 

町民 ごみ処理・ごみ屋敷、マイナンバー等での詐欺 

産業 後継者問題、法人化、訪問販売トラブル 

保険 介護保険未申請・サービスを利用しない、費用負担できない、家族の支援を受けられない 

総務  ―――― 

健康 高齢者と家族との関係（ネグレクト・無関心） 

福祉 

生活困窮（病院に行けない、生活できない）、金銭管理の学習が必要 

サービス内容よりも、金額でメニューを選択する 

障害のある高齢者が、介護サービスの料金体系について理解しない 

最近見ないので亡くなっているのではないか 

税務 低所得者の滞納、相続人を探すのに困る 

上下水道 
料金支払い、下水整備工事にお金をかけられないため、接続率が上がらない 

工事の際の説明を覚えていない 

社会教育 

イベントに参加した際に、自分のものをどこに置いたか忘れる（盗難にあったといわれる） 

地域の活動にはりきって協力するのはよいが、怪我をする 

何かやりたいと提案をするが、最後は行政頼みになる 

エレベータがない施設がある 

消防 
救急車の気軽な利用（タクシー代わり）、かかりつけ医への搬送の要請 

身元引受人がおらず、救急車が帰れない 

全般 
何回説明しても理解してもらえない 

一つの課だけでは解決できない 
 
(資料）ワークショップ時のメモをもとに著者作成 
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 また、金銭管理や滞納問題については、税務課・

町民課・上下水道課など、多様な部課にまたがる

問題でもあり、情報共有と連携を通じて、効果的

な解決策につながる可能性がある。 

  このように、他部局連携を通じて、高齢者を取

り巻く諸課題の解決を図る取り組みの必要性とそ

の意義が可視化された。しかしながら他方で、

ワークショップ終了後、一部の参加者から「なぜ

健康課の所管である地域包括ケアの課題に対して、

他部署の職員が集まって議論するのかが分からな

い。」という意見も聞かれた。いずれの部課も、

限られた職員数で日々の業務に対応しており、健

康課が挙げた課題に対して、他の部課の職員が対

応することに対する疑問が呈されたということで

もある。こうした意見は、業務縦割型の組織では

十分生じることが予想される。会合を通じて情報

を共有し、課題解決策を検討する取組みは、全て

の部課にとってメリットがなければ、続かない。

そのように考えると、「地域ケア推進会議」とし

て、介護担当の部課が、この仕組みをマネジメン

トすることが望ましいのかどうかについては検討

の余地がある。むしろ、高齢者をはじめとする地

域住民の暮らしの安心・安全を確保するという幅

広い視点に立てば、地域包括ケアシステムの構築

は、いわば「まちづくり」「地域づくり」と言い

かえることもできる。「地域づくり検討会議」と

いう考え方で、幅広い視点から連携や情報の共有

を図る対応をしていくことが、実効性もあり、各

課の職員の理解と協力を得られやすいだろう。 

  ２回のワークショップを通じて、多くの共通す

る地域課題や業務運営上の課題があることが参加

者のなかで確認できたことの意義は大きい。介護

現場に関わる職員も、行政職員も同様の課題を抱

えていることが明らかになった。 

 

図３ 第２回ワークショップで出てきた地域課題への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）ワークショップ時のメモをもとに著者作成 

 

③ 第３回ワークショップ 

  第３回ワークショップでは、高齢者を取り巻く

多様な地域課題の解決策に向けた対応について検

討した。だが、現場の介護職員と役場職員とでは、

置かれている状況も立場も異なるため、混成チー

ムで制度設計そのものを議論することは難しい。

事前打ち合わせでは、どのような検討を行うかに

ついて、ファシリテーターと協議を行った。その

際の検討状況を示したのが図４である。 

  検討を通じて、現場事業者が抱える課題や、行

政の課題に目を向ける前に、生活の様々な場面で

困っている人（高齢者）に目を向け、そこでの課

題に対応するための仕組みが必要であることを改

めて確認することとした。また、介護事業者等が

現場でできることに取り組む対応のほか、「行政

がすぐに出来ること」「事業化・予算化が必要な
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もの」「制度改正を含めた対応が必要なもの」な

ど、様々な対応が必要であることが見えてきた。 

  そこで、ワークショップでは、このボードにか

かれたメモについて参加者に説明を行うとともに、

第１回・第２回のワークショップで出された課題

についても、改めて紹介しながら、高齢者が暮ら

しやすい環境を構築するには、まず何から考えな

くてはならないかを自由に挙げてもらい、仕組み

づくりについて議論することから始めることとし

た。 

  なお、参加者には第３回の検討テーマについて、

事前に次のアナウンスを行っている。 

 1) 事業所や、役場内各課が業務を通じて抱えて

いる課題について、情報を共有し、対応を図る

ことで、できることから解決に結びつける仕組

みを考える。 

 2) 行政だけでは解決が難しい課題について、事

業者や住民の方々の理解と協力を得て、対応に

取り組む方法を考える。 

 3) 高齢者ケアの現場から上がった地域課題を担

当課が把握しておき、施策に反映することを考

える。 

 4) 行政内部の複数の課や係が連携することで、

一つの事業で複数の課題に対応するような工夫

を行うことを考える。 

  図４にある検討課題の説明を踏まえて、高齢者

を取り巻く地域課題の解決に向けて、検討すべき

仕組みとは何かを考えるために、４つのグループ

（Ａ～Ｄ班）に分かれて、関心のあるテーマを挙

げてもらった。すると、最初にほとんどの班が取

り上げたのが「情報共有」であり、第２番目の

テーマとして挙げたのが「窓口」であった。これ

らのテーマについて、自由に議論を行うこととし、

そこで挙がった事柄を「現状・課題」と「対応策」

に分けて班ごとに整理したのが表４である。 

 

 

図４ 第３回ＷＳの課題設定に向けた検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(資料）第３回ワークショップ準備の際の打合せメモ（畠中氏作成）
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表４ 第３回ＷＳで検討したテーマ（地域課題解決に向けた仕組みづくりについての関心テーマ３点とその議論） 
 

Ａ班 １：窓口 ２：人 ３：スーパー窓口 

現状・ 

課題  

 

・連携づくり・どこに行けばよいか 

・顔が分かれば行ける。 

 顔見知り、まず福祉課へ（窓口の仕分け） 

・なじみのあるところ、聞きやすいところに行ってし

まう。 

・担当者が変わる。（面識によって変わっても大丈夫

←顔みしりの人に部署が変わっても助けてもらう）

・総合案内（役割が分からない。） 

・高齢者の窓口⇒福祉・包括だが、その場所が分から

ないという人がいる。 

・包括の役割は？ 

・各課のヨコの繋がりがない。 

・各課の業務が分からない 

・職員は飲み会で仕事？ 

情報共有 

 現場の情報だけしかない・困りごとを役場で共有し

たい・個人情報の壁で解決につながらない・集まる機

会がない・多重債務問題への対応が難しい 

 

人づくり 

すぐに対応できる人 

 

問題によってキーパーソンが違ってくる 

人によった対応方法が異なる 

 

対 応 

⇒スーパー窓口の設置（担当者） すぐに対応 

                   ←人手不足

窓口の責任、スーパーマン・スーパーウーマン、それ

ぞれの立場から 

集まる場があるとよい 

介護支援員、住民（物知り）、役場担当者、民生委員

（地域のことを聞く） 

おせっかいの教育（たまに役立つ） 

集まりをいつやる？ 

 

役場 総合案内（福祉課、健康課、保険課） 

 各課代表者１人ずつ日替わり 

 声をくみ取る人 

 攻めの支援 

 困った人が来たら、そこにパッと集まる 

 情報収集（個人情報の壁） 

 情報共有 

 窓口まで行けるのか、いけない人は？ 
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Ｂ班 １：情報共有 ２：窓口 ３：ルール作り 

現 状 

・悪質商法関係で、情報共有が必要 

・ケアマネの事業所内で、情報共有ができているか？

・個人を見てしまう（家族単位で見てしまう） 

・役場に相談に行くと、別の問題にすり替えられてし

まう 

・相談した相手の受け止め方で、問題の捉え方が変

わってしまう、職種により、問題の見方が違う 

・信頼関係（初回訪問）を築くのが大変 

・コミュニティがすぐにある 

・報告の仕組みができている 

・民生委員が頑張ってくれている 

・近所の人⇒民生委員⇒居宅支援事業所⇒包括 

・現場ががんばっている 

・期待値と処理能力のずれ 

・ある程度の情報がないとどこまで対応すればよいか

が分からない 

課 題 
現場の課題を利用者・事業者・行政の間で共有し、対

応するための仕組みをどう創るか 

・窓口が増えるとみんなが困り、分からなくなる 

・窓口から発信する、受け身ではだめ。それでは住民

が困ってしまう。 

・窓口が多すぎるとたらいまわしになる。 

・障害と介護の窓口（65歳になってすぐ、障害⇒介護

に移るところが理解されにくい） 

・本人からの発信が少ない 

・連絡協議会（民生委員・見守りさん）での啓発 

・悪質商法などの被害にあって、問題が発覚する。女

性が多い。 

・行政と現場の話し合いの場がない 

・行政の担当が変わるとシステムが変わってしまう恐

れがある 

・行政の担当者が変わることで困ってしまうことがあ

るので、困らないようにしてほしい。人が変わると

方針が変わってしまう。 

・民間の力を信じて。信頼がないとやっていけない。

・緊急性による振り分け 

 生命・金銭（緊急性の判断基準） 

 周知方法 

・来た情報を審査して、どこがまとめるか 

・集約するところがあればよい 

・総務がまとめ役？ 

対 応 

・以前の似通ったケースがある場合、うまくいった手

法を教えてあげる（情報共有） 

・事業所で解決できない時には地域包括支援センター

に相談、「包括」は複数担当で対応 

・「包括」での窓口相談を受けた場合には所内で検討

したり、保険課にも相談 

 （→立場・職種によって問題の捉え方が異なるとい

う場合の調整と対応をどうするか） 

・いろいろな情報を持つことで、総合的に問題解決が

できる。 

・（信頼関係を築くために）、すでに関わってくれて

いる人と一緒に訪問 

・評価をしていく。（変えるため、守っていくため

に） 

・やりっぱなしだとダメ。個の考えになってしまう。

・各部署にひとつずつ、さらに全体の総括窓口を一つ 

・拠点は総務部門 

・それぞれの課で強みが違う（持っている情報）⇒人

権相談。行政相談（総務部）・心配事相談（社協） 

・窓口で記録や処理報告はしてもらいたい 

・情報の整理・分析、個の課題から町の課題へ 

 →線引き（複合の場合は？）、問題が多岐にわたっ

ている場合の対応をどうするか 
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Ｃ班 １：情報共有 ２：資源（ヒト・モノ・カネ） ３：担当が替わっても変わらない体制 

現状・ 

課題  

 

 

・個の困りごとに対し、それぞれが別々に動いている

・相談が集まるところにはたくさん集まっている（共

有したらよいのに……） 

・こういうケースはどこに言えばいいか分からない

（どこに言うか分からなくなると、そこで止まって

しまう） 

・現場と行政では、実は困りごとは同じ 

・担当が変わるとまた白紙に戻る 

・情報がないために困る場合がある 

・問合せに対し答えられない場合がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 応 

 

 

・定期的に集まる・集まるのが難しければメール等を

利用 

・誤解が生じている場合もあるので、会って話をする

ほうがよい 

・窓口が一つにして、情報を共有する場でつなげる 

 

○皆が長く集まるためには……（時間） 

 ←食事をしながら 

○個人情報の壁 

 ←会合で使用するという規定・条例等をつくる 

※ 情報共有を行う場合の、最初の窓口はどこ？ 

 

 

・リアルタイムで伝えられるツール（情報の共有）、

メールや携帯などによるツール 

・システムをつくり、会を重ねる 

・個人の困りごとはどこまで？ どこまでみればよい

のか？ 対象者はどこまでか？ 

 ←どこまで公的資源を個人の問題に対して投入する

か？ 

・苦情処理の共有 

・定期的な会合、会の参加の人選、会での情報を課内

で伝達、後継者を育てる、課員同士の連携、気軽に

話せる体制 

・議事録回覧データベース、マニュアルを用意する 

・住民の立場に立った職員対応、職員研修等での意識

向上、組織の横の繋がりの強化 
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Ｄ班 １：問題（情報共有） ２：制度の変更 ３：窓口の仕分け 

現 状 

・児相・生保の権限がない 

・役所内での情報共有は？ 

・町民の問題 

・健康課が対応している 

・利便性が悪い 

・総務課が現在は総合窓口 

 

電話総合案内、総合受付 

 →課題レベルではできている 

  対応の仕方は職員によって違いがある 

     ←今のままでよいか？ 

 

課 題 

 

・窓口（各課に振り分ける窓口）をどうするか→電

話？ 窓口？ 

・窓口にどういう役割を求める？ 

・新しい窓口の設置 

・制度の変更は可能か？ 

 

・住民目線から見た問題 

 どの窓口に相談すればよいか分からない 

 行政区が分からない 

 区長・民生委員・広報？ 

 

・課の情報共有 

・カネ・ヒト・モノ・時間 

・個人情報の問題 

・窓口・総合相談の場所はどこか？ 

 

対 応 
町長が決める 

高齢者・児童などの窓口を考えるか 

 

情報共有の場を設ける 

理想：すぐに対応 

 総合窓口 

 受け身ではなく積極的に 

 出前サービス 

 （住民のところに）行くのはダメなのか？ 

 

町内出前サービス 

庁舎内出前サービス 

受け付けは知識が必要 

課長が交代で窓口対応 ←熟練した人が必要、各課の

連携が図りやすい 

 
(注) 斜字体は筆者が取りまとめに際して加筆したものである。 

(資料）ワークショップ時のメモをもとに著者作成 
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  第３回ワークショップを通じて以下のことがら

が明らかになった。当初、地域ケア推進会議を通

じた連携・情報共有の仕組みづくりを考えるにあ

たり、検討すべき課題は、会議の運営や進行に関

わる制度設計にあると思われた。しかしながら、

ワークショップのなかで実際に挙がったのは、①

住民の声を受け止める分かりやすい窓口の必要性、

②住民の声を聴き、受け止めることのできるよう

な職員の意識改革、③窓口等を通じて挙がった

様々な情報のシェアとストックの仕組みづくりで

あった。これらの課題について、どのように取り

組んでいくかについて、第４回のワークショップ

で検討することとした。 

 

④ 第４回ワークショップ 

  第４回ワークショップでは、第３回に挙がった

課題について、具体的に取り組む方法を検討する

こととした。第３回と同じメンバーに参加を検討

したが、実際には業務の都合等により、参加者の

交代や、人数の減少が見られた。４班に分かれて、

第３回ワークショップで浮かび上がった３つの課

題（①窓口、②情報のシェア・ストック、③話の

聞き方・受け止め方）について「すぐできること」

「少し頑張って、やればできそうなこと」「すぐ

にはできないが、やっていく方向で検討していく

こと」について話し合いを行った。またそこでは、

取組み内容のみならず、「取り組むにあたって必

要となるモノ・ヒト・コト」「取り組む上での課

題」をあげることとした。その作業イメージを示

したのが図５である。 

  ４つの班すべて（Ａ～Ｄ班）で、「窓口」の構

築について議論を行い、取り組むべきことがらに

ついて意見を出し合った。次に２つの班（Ｂ・Ｄ

班）で「情報のシェアとストック」、残る２班

（Ａ・Ｃ班）で「話の聞き方・受け止め方の意識

改革」について検討を行った。話し合いを通じて

出てきた具体的な対応策をまとめたのが表５であ

る。 

 

図５ 第４回ＷＳの課題設定に向けた検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）第４回ワークショップ準備の際の打合せメモ（畠中氏作成） 
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表５ 第４回ＷＳで検討したテーマ（松前町の「地域包括ケア」システム構築に当たっての課題とその対応の検討） 
 

テーマ① 

窓 口 
Ａ：スーパー窓口課 Ｂ：あなたのための窓口 Ｃ：どこでも窓口 Ｄ：庁舎内出前サービス 

具体的な内容 

役場での場の確保 

意見箱の設置 

生活全般の相談 

こられない人のための地区訪問 

スーパー窓口課の設置 

 

窓口の設置自体は簡単 

曜日によって内容や対象者を分ける 

ワンストップ窓口 

銀行のような窓口 

シンプルな方がよい 

移動窓口 

テーマを決めて地区を回る 

 

総合窓口の機能強化 

地域包括支援センターを本庁に移せな

いか 

福祉センターの窓口を 

巡回型窓口 

分かりやすい窓口 

車などによる訪問窓口 

利用者が満足できる窓口 

行きやすい・相談しやすい 

役所内での意識の統一 

庁舎内出前サービス 

町内出前サービス 

スーパー窓口を作る 

必要なモノ・ヒ

ト・コト 

役場と事業者の職員 

当番事業所をつくる 

 

役場の退職した人をスーパー窓口に配

置 

よろず相談に対応できる人材 

住民への周知 

総括部署が必要 

役場の全体を分かっている人 

移動窓口には車と人員が必要 

対応マニュアルが必要 

 

マニュアル作り 

ルール作り 

質の高い人材 

能力向上のための研修 

管理職の窓口対応 

ＴＶ電話 

人員確保（人数が足りない） 

 

経験年数のある熟達した職員の選出 

課長・部長による対応 

課題解決コーディネーター 

相談しやすい場所 

情報の共有 

実施に当たって

の課題 

事業者への委託費 

相談を振り分ける人 

対応マニュアル 

意見をしっかり吸い上げる仕組み 

滞ると対応が遅くなる 

窓口の住民への周知 

誰がマニュアルを作るのか 

出張して租税や料金を徴収できないか

 

職員の意識づくり 

個人情報の壁 

共通認識を作る 

仕事量がただでさえ多く、キャパが不

足している 

何かを捨てる 

 

窓口の役割は振り分けだけなのか、そ

こで対応まで図るのか 

部署に囚われない職員の能力養成 

個人情報の管理 

 
(注) 太字は、投票（１人３票）の結果、２名以上の得票があったもの 
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表５（つづき） 
 

テーマ②・③ Ｂ：あなたの情報、活かします Ｄ：情報のシェアとストック 
Ａ：話の聴き方、受け止め方、 

  情報共有の仕方に関する意識改革
Ｃ：当事者意識を持った職員になる 

具体的な内容 

個人情報の勉強会 

情報の記録の仕方の勉強会 

個室で相談できる環境 

紙媒体で記録した情報の共有 

障害と介護での情報共有 

閲覧可能な個人台帳を作る 

データのほうが管理しやすい 

共通の書式を作る 

情報のストックにより、同じような

ケースの参考になる 

情報の活用 

二人体制での面談 

相談内容に応じた場所 

緊急性の有無を判断 

かしこまらない会話 

課題を共有するために複数で話を聞く

 

傾聴できる人になる→聞き方の研修を

行う 

会合を行い、意識共有を図る 

困りごとを明確化する 

相談対応者を守る体制の構築 

上司も一緒に対応・課をまたいで一緒

に対応 

 

必要なモノ・ヒ

ト・コト 

 

勉強会には指導者が必要 

住基情報を活用できるとよい 

相談者とかかわりのある人が分かる

と、支援しやすい 

障害と介護で共有できる情報システム

これまでの当事者の関わりが分かると

対応しやすい 

 

パソコンの確保ならびにシステム構築

ｉＰａｄなどで持ち運びできると便利

関係者の受け止め方が立場によって異

なることへの対応 

行政と事業所との情報共有（虐待の

ケースなど） 

関係者同士のものさしづくり 

話し合いを重ねる 

定期的な研修と話し合いの場 

各課の課長の話を聞く（聴き方の研

修） 

話を聞いて得られた情報の共有とス

トック→ファイルが必要 

職員に困難な体験をさせる 

実施に当たって

の課題 

 

個人情報の使い方 

部署をまたぐ個人情報の取り扱い 

紙媒体だと量が膨大になる 

どこまで情報を共有するか（一つに集

約すると管理が大変） 

65歳未満の情報がない 

どこが何の情報を持っているのかが把

握できていない 

人によって人物評価が異なる 

やり取りを記録すると、職員の負担が

増える 

 

関係者で情報共有できるような条例 

紙ベースだと、保管場所と管理者が必

要 

個人情報の保護 

意識改革 

話し合いのために皆が集まる時間がな

い 

予算 

上司の理解 

役場に染まっている職員 

 
(注) 太字は、投票（１人３票）の結果、２名以上の得票があったもの 

(資料) ワークショップ時のメモをもとに著者作成 
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  次に、話し合いを通じて、各班で取りまとめた

シートを壁に張り出し、全てのシートのなかから、

共感する意見にシールを貼る形式で、投票を行っ

た。１人が投票できるのは３票までとした。表５

では２票以上を獲得した意見を太字で示している。

さらに、得票数が高かった意見に対して、どのよ

うな点で共感したのかについて、コメントを出し

合った。 

  「役場を退職された方に（嘱託等で）スーパー

窓口を担当してもらう」という意見（７票）に対

して、「知識・人脈・組織を知っている人の存在

は貴重」「職員にこれ以上の業務負担が増えるの

は大変である」というコメントがあった。 

  「曜日によって相談内容や対象を分ける」とい

う意見（６票）には、「その日の相談項目の目玉

を設けることで、住民へのアピールにもなり、ま

た専門家が対応しやすい」とのコメントがあった。 

  「役所内での意識統一」（６票）については、

課をまたぐと異なる考えが出てくるので、そうし

た認識を共有しておくことが必要」とのコメント

があった。 

  「支援対象者について以前の関わり方が分かる

と助かる」という意見（７票）については、「こ

れまでの家族と事業者と関係が分かれば、アプ

ローチしやすい」「以前の課題などを正確に得ら

れることは助かる」「65歳で障害から介護の制度

に移行する際、以前の情報がほしい」「住民から、

『以前にも同じことを役場に言った』といわれて

も対応できない」といったコメントが出た。 

  「聴き方の研修会を開催」（５票）については

「一番大事な研修である」「若手職員は『話を聞

く』ことへのストレスを感じており、研修は必要」

といったコメントがあった。 

  第４回ワークショップを通じて、誰もが必要に

応じて相談できる窓口体制の構築が必要であるこ

とが示された。ここでいう「窓口」とは単なる総

合受付ではない。相談内容を聴き、そこで出た課

題を仕分けして、対応につなげていく「場」と考

えられる。しかしながら、その実現には、相談者

の話をしっかり受け止めると同時に、そこでの相

談内容を的確に処理し、関連部署につなげること

のできる職員力が必要であるということが見えて

きた。また、そのためには、そこで上がった情報

を共有し、管理するルールと仕組みを構築するこ

とも必要である。 

 

⑤ ワークショップを通じて明らかになったこと 

  ４回のワークショップを通じて、以下のことが

明らかになった。第１に、高齢者を取り巻く課題

について意見交換を行った結果、個々の職員が直

面する課題には共通するところが多数あり、相互

に情報を共有し、解決策に結びつける仕組みを創

ることで、効率化が図られる可能性があるという

ことである。第２に、日々の業務の中で浮かび上

がった高齢者を取り巻く課題について、必ずしも

関係者の間で情報が共有されているわけではない

という点である。同時に、個別の課題に対して、

個々に対応していることから、その情報やノウハ

ウは個人のレベルにとどまっており、その経験の

蓄積が関係者の共有財産となっているわけではな

い。それと関連して、第３に、高齢者の困りごと

に関する情報の共有とストックの仕組みが明確に

は存在せず、個々の職員の対応力に依存する傾向

があるということが明確になった。そして第４に、

地域ケア（地域づくり）の担い手に求められる能

力として、相談者の話を受けとめる力、そして、

そこで得られた情報を共有するとともに、具体的

な対応に結びつけていく力が必要とされること、

そしてまた、そのためには、情報共有・管理の仕

組みづくりが必要であることが確認された。 

 

⑥ 地域ケア推進会議の実現に向けた取組み 

  ワークショップを通じて出てきたのは、行政内

部の風通しを良くして、情報を共有する仕組みを

考えるとともに、住民からの相談を聴き、話を受

けとめる「窓口」機能が発揮できる体制の構築で

あった。松前町は、人口約31,000人、面積20.32

㎢、地域住民の繋がりの強い地区が残る自治体で

ある。こうした「窓口」方式は、小規模自治体で

ある松前町ならではの解決策といえるかもしれな

い。しかしながら、高齢者をはじめとした対人社

会サービスは、個々の事情に応じた多様で柔軟な

対応を行うことが求められており、そのための

「窓口」機能の構築と、そこで上がった課題に関
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する情報共有は、住民にとっても、行政等におけ

る業務の効率化を考える際にも有効であると考え

られる。 

 

 

 

   行政に求められる政策対応 

 

 本稿では、財政難のなかで地域の将来を考えるに

あたり、必要な行政サービスの確保と負担の関係を

考える必要性があることから、そのための仕組みづ

くりについて検討を行った。介護保険制度は、第１

号保険料が、給付費の一定割合とされていることか

ら、サービス利用の増大は、保険料負担に直結し、

市町村の中でその関係が明確となる制度である。将

来にわたって、地域のなかで安心・安全な暮らしを

確保するために、必要なケアとその提供の方法や、

インフラ整備と維持更新などを含め、考えていくこ

とが求められている。 

 松前町のワークショップの結果から、庁内各部署

の連携・情報共有、民間事業者との連携・情報共有、

住民との情報共有と理解を求めることが必要である

ことが、改めて確認できる。松前町では、小規模自

治体の強みに加え、民間事業者との連携を通じて、

地域ケア会議において必要なケアを効率的・効果的

に行うための連携・情報共有が図られてきた。だが、

それを地域の日常生活に関わる他部署の連携につな

げるには、庁内の情報共有や、住民の窓口創出など、

さらなる課題が浮かび上がった。第１に、住民の声

を聞き、それを受けとめる「窓口」機能の構築、第

２に、そこで得られた情報を共有・管理するシステ

ム構築、という２つの課題が見えてきた。 

 今回のワークショップでは、行政が担うべき介護

保険事業の規模と、それに要する財源確保策につい

て議論されていない。しかしながら、増大する行政

ニーズを踏まえつつ、効率的・効果的な行財政運営

を行うにあたって、一つの考え方を参加者で共有し

たことは、地域の将来を考える第一歩である。住民

ニーズを把握し、そのうち行政が担うことがらにつ

いて検討を行ないながら、必要な予算を確保する方

法を検討することが求められるようになるが、その

合意をつくるという取組みを考える上で、今回の事

例は他の政策分野においても応用できるものである。

地域の将来を構想し、計画策定を行う際に、住民の

意見を把握することや、情報共有を図りながら解決

策を検討するための体制構築を図ることなど、行政

体制の見直しを考える上で、参考になるものといえ

るだろう。 

 無論、個々の自治体でのこうした取組みだけで、

増大する介護需要を賄うことは難しい。保険料率が

上昇することで、保険料負担が困難な高齢者がふえ

ていくとすれば、費用負担のあり方を含めた保険制

度そのもののあり方の検討が欠かせない。国から地

方への財源保障の水準や、各自治体の財政需要を賄

うための租税制度のあり方について、国民全体で考

えていくことが、その大前提にあることを付記して

おく。 
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